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令和3年度の出生数（令和4年2月28日現在）について

１．令和４年２月２8日現在の小学校区ごとの出生数

中学校区 小学校 合計

羽黒小学校

南飯田小学校

岩瀬小学校

坂戸小学校

雨引小学校

大国小学校

樺穂小学校

谷貝小学校

桃山学園区 桃山学園 21

126

２．小学校区ごとの月ごとの出生数

中学校区 小学校 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

羽黒小学校 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 11

南飯田小学校 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 8

岩瀬小学校 4 3 4 2 2 6 5 3 3 1 6 39

坂戸小学校 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 10

雨引小学校 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 7

大国小学校 0 1 3 0 1 0 1 0 3 0 0 9

樺穂小学校 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 9

谷貝小学校 2 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0 12

桃山学園区 桃山学園 2 3 2 2 3 0 3 1 2 2 1 21

11 14 14 7 16 14 14 10 11 5 10 126

【今後の想定】

・月平均の出生数：約11.45人

・従って、令和３年度の出生数は、令和２年度と同じ約140人程度だと思われる。

・桃山学園も、単学級となる可能性が高い。

【留意事項】

・毎月の締めが月末なので、２月に生まれても、出生届を３月に持ってきた場合は、計算外。
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桜川市小・中・義務教育学校の働き方改革

桜川市教育委員会

１ 主旨

学校におけるこれまでの働き方を見直し、限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授

業やその準備に集中できる時間、教師自らの専門性を高めるための研修の時間や、児童生徒と向き

合うための時間を十分確保し、教師が日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間

性を高め、児童生徒に対して効果的な教育活動を行うことができるようにするため、教育委員会と

して国が掲げる理念を共有し、取り組んでいく。

２ 組織

桜川市における学校の働き方改革を進めるために、「桜川市働き方改革推進チーム」をおく。

体制整備

意識改革

教育課程

外部人材活用

業務効率・削減

３ 取組の視点

(1) 「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況チェックリスト」（文部科学省）に

即し、次の視点から取り組む。

ア 推進するための枠組みや体制がどれだけ整備できているか。

イ 勤務時間や休日の確保を意識した取組がどれだけ進んでいるか。

ウ 教師等が担っていた業務に外部人材を活用できているか。

エ 業務の効率化や負担の平準化に向けた取組が進んでいるか。

オ 学校業務の削減や精選を進めているか。

(2) 令和２年９月より茨城県教育委員会より、桜川市立岩瀬小学校及び岩瀬西中学校において、

働き方改革実践モデル校事業を受け、以下の実践項目で研究に取り組む。

その際、 桜川市教育委員会教育

指導課グランドデザインに即し、

全小・中・義務教育学校において

「働き方改革の推進による効果的

な教育活動」を展開するための助

言・支援を行う。

教

育

長

教

育

部

長

次

長

モデル校における実践項目
①専科教員の活用

小学校
②一斉下校日の設定
①複数顧問制の適正化

中学校 ②部活動数の精選
①時間割の工夫による５時間授業の実施
②朝学習・朝読書指導の役割分担
③学習指導案や教材の共通化

小中共通 ④会議のペーパーレス化の徹底
⑤校内研修の精選
⑥学校行事の精選・地域行事への参加の精選
⑦定時退勤日の徹底
⑧学校閉庁日の導入
⑩留守番電話の導入
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桜川市の働き方改革検証案

１ 検証の視点

(1) どの学校規模でもできるものになっているか

(2) 教育の質を確保できているか

(3) 子供や保護者（地域）にとって有意義と感じられるか

(4) 教職員にとって、仕事へのやりがい、心身の健康を感じ、児童生徒と向き合うための働き方に

なっているか

２ これまでの取組

(1) 小学校における実践項目

①小学校専科教員の活用

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・すべての小学校及 ・専科教員の授業時間を勤 ○担任の持ち時間が減り、その時間に

び義務教育学校前 事務処理等の時間とし、 授業準備、児童の学習状況の把握が

期課程において専 勤務時間の中で担任業務 できるようになった。

科教員を配置する。 ができる時間が増えた。 ○専科教員により、より専門性の高い

授業が展開され、児童にとっても学

力向上が期待できる。

▲持続的な専科教員の配置。

▲担任の専科教科の授業力が低下。

▲特別支援学級の担任の持ち時間は変

わらない。

② 一斉下校日の設定及び時間割の工夫による５時間授業の実施

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・教育課程の確実な ・４月に保護者に説明をし ○放課後の時間を有効活用ができる。

実施の見通しがで たり、市児童福祉課と連

きたら順次、５時 携をとり、学童保育開始 ▲帰宅したとき、保護者が不在となる

間授業の日を導入 時間を10分早くしたりす 児童がいる。保護者への丁寧な説明

する。 るなどして、各校が実情 が必要。

・下校後の児童の過 に応じて５時間授業の日 ▲学童保育開始時間については、福祉

ごし方について保 を設定した。それにより、 部との十分な連携が必要。

護者と話し合いな 一斉下校ができる日が週 ▲臨時休校等で変更になることも視野

がら進める。 ２回となった。 に入れて進める。

・桜川市部活動の方 ・市内の中・義務後期で共 ▲部活動については保護者会等に丁寧

針の改訂 通理解・実践した。 に説明をし、合意形成をする必要。

参考：学年別持ち時間（小学校）
1年 2年 3年 4年 5年 6年 支援

岩瀬小 23 24 24 23 23 23 28
坂戸小 23 23 21 23 21 21 23
南飯田 25 25 25 28 25 28 25
羽黒小 22 24 24 24 22 23 23
大国小 25 26 22 23 23 21 24
谷貝小 25 26 26 27 26 26 18
樺穂小 22 26 24 24 24 24 20
桃山学園 24 24 26 22 22 22 22
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(2) 中学校における実践項目

①複数顧問制の適正化

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・部活動の数×２人 ・全校で複数顧問制を導入 ○正顧問、副顧問の位置づけではなく、

＝各校の教諭の人 どちらも「顧問」とする。

数となるかを検証 ○部活動の前半、後半で顧問を交代す

して進める。 ることで、負担を軽減。

▲部活動指導員が見つからない。

・部活動指導員の活 ▲互いに気遣ってしまい、二人で同時

用 に部活動に出ることもあり、管理職

の助言指導が必要。

②部活動数の精選

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・部員が少なく、今 ・総体終了後、見通しを持 ○令和３年度４月より、部員数の減少

後も増える見通し ち、市内の中学校や義務 により１校で二つの部活動が廃止。

がない部活動につ 教育学校同士の情報交換

いては、保護者と や、６年生の入部希望情

話し合いの上、合 報を得ながら、保護者と

併等を検討する。 話し合っている。

(3) 小中共通の実践項目

①時間割の工夫による５時間授業の実施

＊(1)小学校における実践項目②を参照

②朝学習・朝読書指導の役割分担

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・桜川市電子図書館 ・8:10からの活動が児童生 ○検温、欠席連絡等は担外が分担し、

を作成。児童生徒 徒それぞれが朝の支度が 担任は教室にて健康観察を行う。

は自席で iPad で本 でき次第、始める習慣を ▲小学校では、日直業務を見直し、縮

を選べる。 つくっている。 減した学校もあるが、業務は必要な

・中学校では複数担任制に もので、管理職等の業務が増えた。

より、交代しながら生徒

の指導に当たっている。

③学習指導案や教材の共通化

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・校務支援システム ・共有できるものは使うと ○実態に応じ、共有した資料等ををカ

や共有フォルダの いう意識が高まってい スタマイズして用いている。

活用を促進 る。 ○若手には若手研修の機会にしっかり

と指導案を作成できるようにする。
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④会議のペーパーレス化の徹底

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・校務支援システム ・教育計画等を用いて実 ▲前年度末に教育計画を作成する時間

や共有フォルダの 践。必要な資料のみ各自 が必要。

活用を促進 がプリントアウト。

⑤校内研修の精選

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・計画訪問と教育長 ・生徒指導に関する研修、 ▲必須である「配慮を要する児童生徒

訪問を同日に実施 学習指導要領に即した学 の共通理解」は、学校規模によって

・ＩＣＴの研修に教 習の研修はもちろん、働 多くの時間を必要とする。

育指導課と学校教 き方改革を推進するた

育課が積極的に参 め、ＩＣＴの研修も必要

加し、課題を共有 であり、精選に苦慮して

出来る体制を整え いる。

た。

⑥学校行事の精選・地域行事への参加の精選

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・校長会で共通理解 ・時間割の工夫をし５時間 ▲感染症により、多くの行事が縮減、

を図る。 授業の実施をしながら精 中止されている中、効果的な教育活

選を推進している。 動がより求められている。児童生徒

の活躍の場をいかに意図的に創出し

ていくかが課題である。

⑦定時退勤日の徹底

桜川市教育委員会 各学校 成果と課題

・電話等の連絡は勤 ・お互いに声を掛け合って ▲不登校児童生徒の対応等、勤務時間

務時間外にしない 実施したり、計画的に実 外になるものをどうするか。

ようにする。 施したりしている。 ▲感染症の対応

⑧学校閉庁日の導入

桜川市教育委員会 成果と課題

平成30年７月27日付 桜教学第127号 ○教職員及び保護者、地域に定着。

・夏季休業期間 ８月13日～16日（H29から実施）
・茨城県民の日 11月13日

・冬季休業期間 12月27日～28日（H30から実施）

⑨留守番電話の導入

桜川市教育委員会 成果と課題

・Google相談窓口で対応する。 ○不在時は電話対応はこれまでもして

いない。定時退勤、早めの退勤を促し

ていく。



教育委員会による学校の働き方改革のための取組状況チェックリスト

推進するための枠組みや体制がどれだけ整備できているか① 　　　　　　　　　　

所管の学校の働き方改革又は業務改善に関して、時間外勤務の縮減に向けた業務改善方針や

計画等を策定する。

学校における業務改善の取組の促進にかかる定量的なフォローアップを実施しており、業務

改善のPDCAサイクルを構築する。

3 働き方改革の取組について、毎年度実施する教育委員会の自己点検・評価の中で取り上げる。

働き方改革の推進や業務の適正化を図るため、総合教育会議等を通じて、首長や首長部局と

も共通理解を深める。

教育委員会において、学校の教職員の業務量を俯瞰し、学校に対して新たな業務を付加する

場合にスクラップ・アンド・ビルドを原則とし調整を図る組織や体制を整備する。

6 保護者や地域・社会に対して、働き方改革への理解や協力を求める取組を実施する。

推進するための枠組みや体制がどれだけ整備できているか②

7 管理職に対して、働き方改革に関する研修を実施する。

8 管理職以外の教職員に対して,働き方改革に関する研修を実施する。

教職員の人事評価において、一つ一つの業務について在校等時間という観点からより効果的・

効率的に進めることにも配慮する等、働き方に関する視点を取り入れる。

10 学校の重点目標や経営方針に、教職員の働き方に関する視点を取り入れるよう各学校に促す。

11 業務改善や教師等の働き方に関する項目を学校評価に位置付けるよう各学校に促す。

教師の働き方に配慮した教育課程の編成・実施について、児童生徒等の実態や各学校の指導

体制を踏まえた適切な年間授業計画の編成等を各学校に促す。

13 域内の学校において、労働安全衛生法に定められているストレスチェックを実施する。

勤務時間や休日の確保を意識した取組がどれだけ進んでいるか

児童生徒等の登下校の時間設定について,教職員の勤務時間を考慮した時間設定を行うよう各

学校に促す。

部活動ガイドラインの実効性を担保するための取組（各学校における部活動に係る活動方針

の策定及びホームページでの公表、活動実績を校長が確認）を行う等、教職員の勤務時間を

考慮した部活動となるよう各学校に促す。

通常の勤務時間以外の時間帯にやむを得ず「超勤4項目」以外の業務を命ずる場合は、正規

の勤務時間の割り振り変更を適正に行うなどの措置を講じる。

17 条例に基づく週休日の振替の期間を長期休業期間にかかるように措置する。

18 学校閉庁日の設定をする。

勤務時間外における保護者や外部からの問い合わせ等に備えた留守番電話の設置やメールによる

連絡対応の体制を整備する。

教師等が担っていた業務に外部人材を活用できているか①

登下校時の対応は、学校以外の主体（地方公共団体、教育委員会、保護者、スクールガード・

リーダー、地域人材等）が中心に対応する。

放課後から夜間等における見回り、児童生徒が補導されたときの対応は、学校以外の主体（地方

公共団体、教育委員会、保護者、地域人材等）が中心に対応する。

地域人材等との連絡調整は、窓口となる学校職員が直接行うのではなく、地域学校協働活動推進

中心的に行うよう、地方公共団体や教育委員会等において必要な取組を実施する。

23 児童生徒の休み時間における対応は、地域人材等の協力を得る。

24 校内清掃は、地域人材の協力を得ることや民間委託等をする。

臨時休業に伴う学習の遅れを取り戻すための補習等、新たな教員の負担を軽減するために学習

指導員等の人材の参画を図る。

事務作業や電話・来客対応、消毒作業等、教員の負担軽減のためにスクール・サポート・ス

タッフをはじめとした人材の参画を図る。

27 部活動について、部活動指導員をはじめとした外部人材の参画を図る。

分

野

１

1

2

4

5

分

野

１

9

12

16

19

分

野

３

20

21

分

野

２

14

15

22

25

26



教育委員会による学校の働き方改革のための取組状況チェックリスト

教師等が担っていた業務に外部人材を活用できているか②

28 給食時は、栄養教諭等と連携するほか、地域人材の協力を得る。

事務作業や電話・来客対応、学校行事補助、消毒作業等、教員の負担軽減のためにスクール・

サポート・スタッフをはじめとした人材の参画を図る。

学校行事等の準備・運営について、地域人材の協力を得たり、外部委託を図ったりするなど、

負担軽減を図るよう学校を促す。

31 進路指導のうち、就職先の情報収集等について、事務職員や外部人材等の参画・協力を進める。

支援が必要な児童生徒等・家庭への対応について、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、特別支援教育等の専門人材、日本語指導ができる支援員等の専門的な人材等の参画を

図る。

保護者等からの過剰な苦情や不当な要求に対する教育委員会における支援体制の構築について、

法的観点から指導・助言を行うスクールロイヤー等の専門家を配置する。

34 各学校に人材を配置するための人材バンクの整備や人材募集を教育委員会において一元的に行う

業務の効率化や負担の平準化に向けた取り組みが進んでいるか

35 授業準備について、ＩＣＴを活用して教材や指導案の共有化を図る。

学習評価や成績処理について、ＩＣＴを活用（校務支援システム等の活用等）して、事務作業の

負担軽減を図る。

業務等の効率化のため、コピー機（カラー印刷・両面印刷可、ステープル機能付、ソート機能

等）を各学校に整備する。

学校行事等の準備・運営について、従来学校行事とされてきた活動のうち、強化等の指導と位置

付けることが適切なものについて、積極的に当該教科等の授業時数に含めるよう各学校に促す。

一部の教師に業務が集中しないようにするため、校務分掌の在り方を見直す等、業務の偏りを

平準化するよう各学校に促す。

学校における調査・統計への回答等は、教育課程の編成・実施や生徒指導など教師の専門性にか

かわるもの以外の調査については、事務職員等が中心となって回答するように、各学校に促す。

進路指導のうち、進学や就職の際に作成する書類について、校務支援システム等のＩＣＴの活用

や都道府県や市町村における様式の簡素化・統一化を進める。

保護者からの過剰な苦情や不当な要求に対する教育委員会における支援体制の構築について、対

応マニュアル・手引き等の作成・周知をする。

43 学校事務の共同実施をする。

44 地教行法第47条の4に基づく共同学校事務室の設置をする。

学校業務の削減や精選を進めているか

学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる公会計化制度を採用すると共に、給食費の徴収・

管理を地方公共団体や教育委員会で対応している。

給食費以外の学校徴収金の徴収・管理は、教職員が関与しない方法で徴収・管理又は地方公共

団体や教育委員会で徴収・管理を行う。

47 教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務を削減する。

48 各学校に作成を求めている計画等を網羅的に把握し、計画の整理・合理化を推進する。

学校行事等について、児童・生徒等にとって本当に必要かどうか、本来は学校や地域社会が担う

のではないか等の視点で、行事等の精選や内容の見直し、準備の簡素化、地域行事との合同開催

などを進めるように各学校に促す。

50 研修の精選、報告書等の簡素化、研修時期の適正化を図る。

51 長期休業中の業務としての研修等の精選を行う。

学校における研究事業について、必要性についての精査・精選、研究テーマの精選や報告書の形

式を含めた成果発表の在り方の見直しを進める。

32

33

分

野

４
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42

分

野

３
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30

分

野

５

45

46

49

52



R1小 R２小 R３小 Ｒ１中 Ｒ２中 Ｒ３中 Ｒ１計 Ｒ２計 Ｒ３計

156人 162人 154人 107人 105人 104人 263人 267人 258人

　　　～　４５ 31% 92% 44% 7% 76% 17% 20.9% 85.8% 33.3%

　４５～　８０ 54% 6% 46% 48% 23% 62% 51.7% 12.7% 51.9%

　８０～１００ 7% 2% 8% 28% 1% 17% 15.6% 1.5% 11.6%

１００～ 8% 0% 2% 18% 0% 4% 11.8% 0.0% 3.1%

　　　～　４５ 24% 95% 64% 6% 92% 31% 16.7% 94.0% 50.8%

　４５～　８０ 62% 4% 36% 43% 8% 57% 54.4% 5.6% 44.6%

　８０～１００ 9% 1% 0% 26% 0% 8% 16.0% 0.4% 3.1%

１００～ 4% 0% 0% 25% 0% 4% 12.9% 0.0% 1.6%

　　　～　４５ 31% 41% 51% 5% 19% 20% 20.2% 32.6% 38.8%

　４５～　８０ 57% 50% 40% 36% 50% 54% 48.7% 50.2% 45.7%

　８０～１００ 7% 7% 6% 26% 24% 16% 14.8% 13.5% 10.1%

１００～ 5% 1% 3% 32% 7% 10% 16.0% 3.4% 5.4%

　　　～　４５ 40% 40% 77% 7% 10% 52% 27.0% 28.1% 67.1%

　４５～　８０ 51% 51% 23% 56% 46% 38% 53.2% 49.1% 29.1%

　８０～１００ 4% 7% 0% 18% 27% 7% 9.9% 15.0% 2.7%

１００～ 4% 1% 0% 18% 18% 3% 9.5% 7.5% 1.2%

　　　～　４５ 99% 91% 100% 88% 52% 97% 94.3% 76.0% 98.8%

　４５～　８０ 1% 7% 0% 7% 43% 3% 3.8% 21.3% 1.2%

　８０～１００ 0% 0% 0% 2% 4% 0% 0.8% 1.5% 0.0%

１００～ 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0.4% 0.4% 0.0%

　　　～　４５ 39% 36% 71% 7% 18% 89% 25.9% 28.8% 78.3%

　４５～　８０ 53% 61% 29% 39% 54% 11% 47.1% 58.4% 21.7%

　８０～１００ 8% 2% 0% 29% 17% 0% 16.7% 8.2% 0.0%

１００～ 1% 0% 0% 24% 10% 0% 10.6% 4.1% 0.0%

　　　～　４５ 27% 38% 52% 7% 19% 28% 19.0% 30.3% 42.2%

　４５～　８０ 60% 51% 47% 43% 50% 61% 52.9% 50.6% 52.3%

　８０～１００ 9% 9% 1% 25% 20% 10% 15.6% 13.1% 5.0%

１００～ 4% 0% 0% 23% 10% 1% 11.8% 4.1% 0.4%

　　　～　４５ 49% 59% 63% 10% 30% 50% 33.5% 47.6% 57.8%

　４５～　８０ 44% 37% 37% 48% 49% 44% 45.6% 41.6% 39.5%

　８０～１００ 5% 1% 0% 20% 16% 5% 11.0% 7.1% 1.9%

１００～ 1% 0% 0% 21% 6% 1% 9.5% 2.2% 0.4%

　　　～　４５ 49% 62% 81% 22% 50% 64% 38.0% 56.9% 73.6%

　４５～　８０ 49% 38% 19% 60% 41% 34% 53.6% 39.0% 24.8%

　８０～１００ 2% 1% 0% 13% 9% 2% 6.5% 3.7% 0.8%

１００～ 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1.5% 0.0% 0.0%

　　　～　４５ 72% 86% 87% 24% 56% 71% 52.9% 74.2% 80.2%

　４５～　８０ 27% 14% 13% 58% 43% 29% 39.5% 25.5% 19.4%

　８０～１００ 1% 0% 0% 11% 0% 0% 4.9% 0.0% 0.0%

１００～ 0% 0% 0% 6% 0% 0% 2.3% 0.0% 0.0%

　　　～　４５ 62% 66% 18% 44% 43.7% 57.3%

　４５～　８０ 35% 34% 50% 55% 41.1% 42.3%

　８０～１００ 3% 0% 20% 0% 9.9% 0.0%

１００～ 0% 0% 12% 0% 4.9% 0.0%

　　　～　４５ 79% 42% 74% 27% 76.8% 36.0%

　４５～　８０ 19% 49% 23% 64% 20.9% 55.1%

　８０～１００ 2% 4% 2% 7% 1.9% 5.2%

１００～ 0% 4% 0% 2% 0.0% 3.0%

　　　～　４５ 48% 56% 69% 18% 32% 52% 35.6% 46.8% 61.0%

　４５～　８０ 45% 39% 29% 44% 50% 39% 44.7% 43.3% 34.0%

　８０～１００ 5% 3% 2% 20% 12% 7% 11.1% 6.7% 4.0%

１００～ 3% 1% 1% 17% 5% 2% 8.3% 2.5% 1.0%

在校等時間調査

(　%　)

月 在校等時間 備考

4月
Ｒ２は緊急事態

宣言により休校

5月
Ｒ２は緊急事態

宣言により休校

6月
Ｒ２は、6月より

分散登校開始

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

Ｒ１は、緊急事態

宣言により、登校

は1週間のみ

年
間

R1は3月を除く

Ｒ２は4,5月を除く

R3は2,3月を除く


